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間接－59

２）使用機械の運転日数および労務歩掛

分解・組立に使用するクレーンの運転日数と労務歩掛は、下表により算定する。

労務歩掛 クレーン
運搬費 雑材

機 械 質 量 特殊作業員 運転歩掛
機 械 区 分 規 格 区 分 等 率 料率

区 分 （人） （日）
(％) (％）

(分解＋組立) (分解＋組立)
２１t級以下 － ２.８ ２.１ １３４ ２１

ブ ル ド ー ザ ４４t級以下 － ４.６ ３.４ １３２ ２１

６３t級以下 － ８.４ ６.２ ９０ １４

山積１.４ｍ3以下

(油圧ｸﾗﾑｼ ｪ ﾙ・ﾃﾚ ｽｺ ﾋﾟ ｯ ｸ － ２.７ １.４ ２１６ ２４
バ ッ ク ホ ウ 系 ０.４ｍ3以上０.６以ｍ3下含む）

山積２.１ｍ3以下 － ４.５ ２.３ ２２１ ２５

３５t吊以下
－ ３.０ ０.８ ３８４ ２２

(ｸﾗﾑｼｪﾙ平積０.６ｍ3含む)
８０t吊以下

－ ５.５ １.５ ３７５ ２１
クローラクレーン系 (ｸﾗﾑｼｪﾙ平積２.０ｍ3以下含む)

１５０t吊以下
－ １１.３ ３.１ ２８７ １６

(ｸﾗﾑｼｪﾙ平積３.０ｍ3以下含む)
３００t吊以下 － ２０.５ ５.７ ２８６ １６
１２０t吊以下 － ４.３ １.５ ４３９ ９７

１６０t吊以下 － ５.７ １.９ ４５４ 100
トラッククレーン

３６０t吊以下 － １１.７ ４.０ ４４３ ９７

５５０t吊以下 － ２０.９ ７.１ ４４６ ９８

－ ６０t以下 ８.６ ２.１ １４８ ２

クローラ式杭打機 － １００t以下 １５.５ ３.７ １４９ ２

－ １５０t以下 ２３.５ ５.６ １４８ ２

ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機
－ － ３.９ ３.４ ５１５ ５

(クローラ式)

ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機
( 据 置 式 ･ 全 旋 回 型 ) － － ４.９ １.７ ４８３ ４

－ ６０t以下 １６.０ ２.４ ２２９ ４
地 中層混合処理機
盤 － １２０t以下 ４１.２ ６.３ １９０ ３
改
良 サンドパイル打設 － ６０t以下 １６.０ ２.４ １９１ ３
機 粉体噴射撹拌機
械 深層混合処理機 １２０以下 ４１.２ ６.３ １９０ ３

ペーパードレーン打設
１８０t以下 ６４.６ ９.９ １８９ ３

注）１.上記歩掛は、分解・組立の合計であり、内訳は分解５０％、組立５０％である。

２.本歩掛には標準的作業に必要な装備品、専用部品は含まれている。

３.運搬費等には下記の①から⑤の費用が含まれており、労務費・クレーン運転費の合計額に上表の率を乗じて計上する。

①トラックおよびトレーラによる運搬費〔往復〕（誘導車、誘導員含む）

②自走による本体の賃料・損料

③運搬中の本体賃料・損料

④分解・組立時の本体賃料

⑤ウエス、洗浄油、グリス、油圧作動油等の費用

４.雑材料は分解・組立のみを計上する際に適用し、下記①～②の費用が含まれており、労務費・クレーン運転費の

合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

①分解・組立時の本体賃料

②ウエス、洗浄油、グリス、油圧作動油等の費用
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総則 - 20

１－１４ 冬期の歩掛補正

１－１４－１ 冬期歩掛補正基準

（１）冬期屋外作業の歩掛補正は、１１月１日以降に入札する測量、調査及び設計業務を対象とする。

その他、１０月に入札するもので全屋外作業（外業）期間に占める冬期間（１１月１日から３月３１日

まで）の割合が２分の１を超える場合について対象とする。

（２）歩掛補正は、屋外作業（外業）に従事する者を対象に行う。

（３）歩掛の補正は、期間別に次表の割合を標準として行う。

歩 掛 補 正 率 表

屋外作業の終了月 冬 期 割 増 率 （単位は％）

屋外作業の開始月 １１ 月 １２ 月 １ 月 ２ 月 ３ 月

１０ 月 ２ ３ ３ ３

１１ 月 ３ ３ ４ ３

１２ 月 ４ ５ ４ ４

１ 月 ５ ５ ４

２ 月 ４ ３

３ 月 ２

（４）設計変更等により工期に伸縮を生ずる場合の補正率は、原則として当初設計の補正率による。ただし、

当初補正率によることが著しく不適当なものについては、別途積算すること。

（５）歩掛の補正は、直接人件費・賃金に対して補正するものとし、次式により冬期補正直接人件費・賃金

を算出して積算する。

冬期補正設計直接人件費・賃金＝基本設計直接人件費・賃金×（１＋冬期割増率）

（６）設計業務等技術者が行う現地調査及び現地踏査等については、歩掛補正の対象外とする。

ただし、別途個別に外業を定めている歩掛については、この限りではない。

１－１４－２ 冬期歩掛補正基準の運用

（１）屋外作業期間の設定について

屋外作業期間とは、発注される業務の中で屋外作業に要する期間である。

なお、屋外作業(外業）と屋内作業(内業）が交互に混在している場合は、最初の屋外作業（外業）開

始日から最後の屋外作業（外業）終了日までを外業期間とする。よって外業期間は、当初発注前に作業

内容及び工程等を十分に把握し経済的な屋外作業期間を設定しなければならない。

（２）労務費の補正について

労務費の補正は、補正の対象となる外業期間の外業歩掛について補正する。

（３）労務費以外の補正について

旅費交通費、機械損料及び工期については補正しない。
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